
 

消 防 消 第 1 1 号 

令 和 ８ 年 １ 月 1 4 日 

 

各都道府県消防防災主管部（局）長 殿 

 

消防庁消防・救急課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

消防本部における女性消防吏員の更なる活躍の推進及びハラスメント対策の

徹底について（通知） 

 

平素から消防行政の推進につきまして、格別の御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

消防を取り巻く環境が複雑化・多様化する中、住民サービスの質を確保しつつ、組織を

持続的に運営していくためには、多様な人材が能力を最大限発揮できる職場づくりが不可

欠であり、女性消防吏員の活躍推進は、住民サービスの向上、組織の活性化・強化、人材

確保・定着の観点から、引き続き重要な課題です。 

また、ハラスメントは、職員の尊厳を損ない、職場環境を悪化させ、組織の士気及び業

務遂行を阻害するものであり、断じて許されません。特に消防は、災害現場における部隊

行動等、密接な人間関係の下で遂行される業務が多いことから、組織としての仕組みと運

用の両面から、実効性ある対策を講ずる必要があります。 

これらを踏まえ消防庁では、「消防本部における女性活躍推進に関する検討会」を開催

し、今般、別添のとおり報告書が取りまとめられました。 

当該報告書を踏まえ、消防本部における女性消防吏員の更なる活躍の推進及びハラスメ

ント対策の徹底に向け、今後取り組んでいただきたい事項を下記のとおりまとめましたの

で、各消防本部においては積極的な取組をお願いします。 

貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合及

び広域連合を含む。）に対し、下記の各事項について積極的に取り組むよう周知徹底をお

願いします。併せて、消防本部のみならず、消防本部が属する市町村等の人事担当部局及

び財政担当部局等の協力を得ながら進めるべき事項もあることから、関係部局等に対して

も周知がなされるよう配意願います。 

また、都道府県消防学校においても、女性消防吏員の育成に資する教育訓練の充実及び

ハラスメントの未然防止・早期対応等に資する教育の充実を図っていただきますようお願

いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく技

術的助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 



 

第１ 女性消防吏員の更なる活躍の推進 

１ 数値目標の設定 

消防全体として、女性消防吏員の更なる活躍推進を着実かつ強力に進めていくため

には、各消防本部が実情を踏まえた数値目標を設定し、その達成に向けて取組を継続

することが重要である。 

このため、消防庁が消防本部全体の目安となる目標を掲げるとともに、各消防本部

においては、それぞれの実情に応じながら数値目標を設定した上で、計画的な取組を

推進すること。 

 

⑴ 消防庁が掲げる目標 

女性消防吏員の比率について将来的に１０％程度まで引き上げることを目指し、

まずは５年後（令和１３年度）までに採用者に占める女性の比率を１０％以上とす

ることを目標とする。 

 

⑵ 各消防本部における目標設定及び運用 

⑴の目標を踏まえ、組織規模、採用環境、施設・資機材整備状況等を勘案しつ

つ、女性消防吏員比率及び女性採用者比率等について、到達時期を含む具体的な数

値目標を設定し、取組の工程及び推進体制を明確化すること。 

また、設定した目標及び取組について、適宜検証を行い、必要に応じて見直しを

図ること。 

なお、女性採用者比率について、既に消防庁が掲げる目安となる目標を超えて女

性消防吏員を採用することができている消防本部にあっては、採用拡大に向けて更

に高い目標の設定を検討するとともに、採用者数の少ない小規模消防本部にあって

は、単年度ではなく、複数年度を単位として女性採用者比率の向上を目指すこと。 

 

 ⑶ 職員の採用に係る留意事項 

事実上の男女間の格差が相当程度存在する場合に、それを改善する目的で、受験

者を募集する時点において、男女別の採用人数や割合の目標を示すことは可能であ

ること。なお、この場合、当該人数等はあくまで目標であり、採用試験の結果によ

って実際の採用人数等とは異なる可能性がある旨を併せて示すことが望ましいこ

と。 

 

２ 女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組 

各消防本部においては、「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取

組の推進について」（平成２７年７月２９日付け消防消第１４９号消防庁次長通知）

で示した取組に加え、以下の取組を推進すること。 

 



 

⑴ 女性消防吏員の確保のための方策 

ア 今後広報を実施していくべき対象や媒体の明確化 

女性採用者比率を引き上げるためには、まずは採用試験の応募者数を増加させ

る必要があることから、各種募集広報活動を積極的に実施すること。その際、消

防を自らの職業として選択肢に含める女性を増やすために、高校生、専門学生、

大学生等の就職期の年齢層の女性に対する取組はもとより、より早い時期から消

防の業務を認知してもらう観点から、小学生、中学生といった若年層、さらには

その保護者層に対しても、消防の認知度やイメージの向上のための広報を実施し

ていくこと。 

また、消防を認知していない潜在層に対する広報効果が期待できることから、

対面式の広報に加え、ＳＮＳ等の情報発信力の高いデジタル媒体を積極的に活用

すること。 

なお、消防本部単独で広報を実施することが困難な場合などは、所属する市町

村や都道府県、他の消防本部と共同で広報を実施することも検討すること。 

 

イ 採用試験の見直し 

女性消防吏員の採用を拡大させるためには新卒採用者のみならず、他機関や民

間企業からの転職希望者や、消防への復職希望者の確保等も重要となることか

ら、採用試験における年齢要件の緩和や経験者採用区分の設定等、多様な人材が

応募しやすい制度の導入を検討すること。 

 

ウ 採用試験合格者の採用辞退を防ぐための取組 

採用試験合格者の中には他の官公庁や民間企業等を併願先としている者も多く

いることを踏まえ、採用辞退を防ぐため、業務説明会や面談等を通じて採用試験

合格者に対するフォローを実施すること。その際、職務内容、勤務形態、教育訓

練の見通し等を丁寧に説明し、入庁後の不安軽減に配意すること。 

 

エ 離職防止のための取組 

消防吏員を増加させるためには、新規採用者の確保と併せて離職防止に取り組

む必要がある。離職者の多い若手職員等を対象に、離職防止を目的とした研修、

職場ミーティングや、適材適所の配置等を実施するとともに、離職防止を推進す

る側の管理職員に対しても、意識醸成やミーティングスキルを向上させるための

研修等を実施すること。 

なお、消防本部単独で研修等を実施することが困難な場合などは、所属する市

町村、都道府県、他の消防本部と共同で実施することや、都道府県等が実施する

研修等の機会を活用することも検討すること。 

 



 

⑵ 女性消防吏員の働きやすい職場環境づくりのための方策 

ア 女性専用施設等の整備 

仮眠室や浴室等の女性専用施設・設備について計画的に整備を進めるととも

に、整備後も運用実態に即して点検・改修を行うこと。整備や改修にあたって

は、女性消防吏員の意見等を取り入れた上で機能性や利便性の向上に努めるこ

と。 

 

イ 女性消防吏員等が働きやすい勤務制度等の導入 

女性のみならず様々な事情を抱える職員が働きやすい環境を整備するため、テ

レワーク制度やフレックス・タイム制度等の柔軟な働き方が可能となる制度や、

緊急参集時や研修受講時等に活用できる託児制度の導入を検討すること。 

また、休暇・休業の取得のしづらさや、各種制度の利用のしづらさを感じてい

る職員もいることを踏まえ、取得・利用対象者だけでなく、取得・利用を承認す

る側の者も含めて広く制度等について周知し、理解を深めるとともに、必要によ

り制度利用等について相談できる体制を整備すること。 

 

⑶ 女性消防吏員の育成や職域拡大を推進するための方策 

ア 昇任や継続して勤務することに対する不安の解消 

ロールモデルが少ないこと等により、今後のキャリア形成のイメージが持ちづ

らいと感じている職員や、仕事と家庭の両立に関する不安を抱える職員が少なか

らずいることを踏まえ、ロールモデルやキャリアパスイメージの提示、女性管理

職員によるメンター制度の導入、ジョブローテーションによる能力開発、休業等

からの復職者に対する復職サポート体制の整備など、不安要素を払拭するための

必要な支援を行うこと。 

なお、情報や資源の不足等により単独の消防本部ではこうした支援が難しい場

合には、近隣の消防本部等と連携して、情報共有や意見交換等を行える体制を設

けることも検討すること。 

 

イ 交替制勤務や災害派遣への携わりづらさの解消 

意欲、能力及び適性を有する女性消防吏員が、交替制勤務や緊急消防援助隊と

しての災害派遣に携わる機会を確保するため、装備・資機材、宿営環境、教育訓

練等を整備すること。 

 

ウ 管理職員の意識の醸成 

女性消防吏員の育成や職域拡大に取り組むにあたり、それが組織運営上の重要

課題であることを管理職員が認識し、その意義や必要性を深く理解することが必

要であることから、管理職員の意識の醸成を目的とした研修等を継続的に実施す



 

ること。 

 

３ その他の留意事項 

消防庁において、毎年度、各消防本部の女性消防吏員の採用状況及び女性消防吏員

の比率について把握・公表するとともに、各消防本部の取組の進捗についてフォロー

アップを行うこととしていること。 

なお、消防庁ホームページ内に設けた「女性消防吏員の活躍推進」に係る特設ペー

ジでは、これまでに発出した各種通知、各本部の優良な取組事例を紹介したガイドブ

ック等を掲載しているので、取組の推進に際し有効に活用いただきたいこと。 

（URL:https://www.fdma.go.jp/relocation/josei_shokuin/josei-shokuin001.html） 

 

第２ ハラスメント対策の徹底 

報告書においては、ハラスメント対策を「未然防止」「早期発見・早期介入」「再発防

止」の３つのフェーズに分け、各フェーズで推進すべき取組が整理されている。各消防

本部においては、これまでの消防庁通知等の内容も踏まえつつ、ハラスメントの撲滅に

向けて、次のとおり体系的に取り組むこと。あわせて、各フェーズの取組状況を定期的

に点検し、改善を継続すること。 

 

１ 未然防止のための取組 

⑴ 消防長の意志の明確化 

消防本部のトップであり、ハラスメント対策について最終的な責任を負う消防長

自らが「ハラスメントは許さない」という意志を明確にし、その内容を消防本部内

に浸透させていく必要があることから、職員が表明された意志を認知し理解できる

よう、様々な機会を捉えて周知徹底すること。 

また、意志表明が人事異動後も途切れることがないよう、新消防長による意志表

明を遅滞なく実施すること。 

 

⑵ ハラスメント等撲滅推進会議 

ハラスメント等撲滅推進会議において対応策を検討するに当たっては、管理職員

やハラスメント対策担当課のみならず、消防本部内の各所属の意見等を踏まえるこ

とが効果的であることから、各所属の職員を会議の構成員に加えるなど、消防本部

横断的な体制を確保すること。 

また、他の組織の参考となる取組など外部の知見を取り入れた効果的な対応策を

検討するため、外部有識者の積極的な活用に努めること。 

 

⑶ 懲戒処分の基準・公表基準の明確化 

ハラスメントの抑止力を高めるためには、職員がハラスメントの定義について理

https://www.fdma.go.jp/relocation/josei_shokuin/josei-shokuin001.html


 

解し自身の言動を律することが重要であることから、ハラスメントの定義を含めた

懲戒処分の基準・懲戒処分の公表基準を策定するとともに、策定した基準を職員に

周知徹底すること。 

 

⑷ 職員の気付きを促す取組 

ハラスメントを未然に防止し、また、ハラスメントやその予兆を早期に覚知し、

深刻化する前に適切に対応できるようにするため、ハラスメントに関する相談や事

案の有無にかかわらず、アンケート、セルフチェック、個人面談等を定期的に実施

すること。 

また、職場内におけるハラスメントの有無等の実態を職員が認知できるよう、実

施したアンケートの結果等を周知するなど、職員が自身の言動を律するきっかけづ

くりに努めること。 

 

⑸ その他の取組 

報告書においては、「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワー

キンググループの検討結果について（通知）」（平成２９年７月４日付け消防消第１

７１号消防庁次長通知）で示した対応策のほか、下記の取組についても推進すべき

とされており、これを参考に、さらなる取組を推進することが望ましいこと。 

 

    ・どのような言動がハラスメントに該当するのか、職員が具体的なイメージを持

って理解できるようにするため、他の消防本部の事例も含め、ハラスメント認

定事例や懲戒処分事例等（※）を職員に周知すること。 

     （※）「明るい職場応援団」（厚生労働省ＨＰ）において掲載されているハラスメントの定

義や裁判例等を参考とすることも考えられる。 

【「明るい職場応援団」（厚生労働省ＨＰ）】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/worry/index 

 

    ・組織としてハラスメントに適切に対応していくためには、管理職員や上司の立

場にある者が責任を持ってハラスメントの防止等に取り組むことが重要である

ことから、例えば、昇任試験の評価項目としてハラスメントに関する知見等を

盛り込むこと。 

    ・ハラスメント対策の強化に向けた検討を行うに当たっては、全国の消防本部で

取り組まれている対策の内容や対策を実施したことによる奏功事例を参考とす

ることが効果的であることから、消防本部間でハラスメント対策事例を相互に

共有すること。 

 

２ 早期発見・早期介入のための取組 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/worry/index


 

⑴ ハラスメント等の対応策に関する内部規程の周知徹底 

ハラスメントの未然防止や早期解決につなげるためには、消防本部としての対応

策を明確にし、職員が必要に応じて活用できるようにする必要があることから、ハ

ラスメントを受けた者や見聞きした者等が対応策を認知できるよう、策定した内部

規程を職員に周知徹底すること。 

 

⑵ ハラスメント等通報制度・ハラスメント相談窓口の活用促進 

通報制度の確立や相談窓口の設置は、最も基本的かつ重要な対応策の一つである

ことから、未だに実施できていない消防本部は速やかに取り組むこと。消防本部単

独での通報制度の確立や相談窓口の設置が困難な場合は、所属する市町村や都道府

県、他の消防本部と連携・協力して取り組むことも積極的に検討すること。 

また、通報制度や相談窓口の活用を促進するため、職員への周知を徹底するとと

もに、公正性・専門性が高く、通報・相談しやすい窓口対応の実施の観点から、ハ

ラスメントに関する知見を有する第三者を活用することや年齢、性別など多様な属

性の窓口員を配置することにより、通報制度や相談窓口が十分に機能するように努

めること。窓口員として内部職員を配置する場合には、研修等を実施することによ

り、職員の窓口員としての専門的知見・対応能力の養成に努めること。 

 

３ 再発防止のための研修等の充実 

ハラスメントを防止するためには、ハラスメントに関する正しい知識を身につ

け、職員間で認識を共有することが必要であるため、ハラスメントに関する相談や

事案の有無にかかわらず、研修や職場ミーティング等を継続的に実施すること。 

また、職員が自身の職位等に応じた役割を理解し実行できるよう、年代別や階層

別で研修、職場ミーティング等を実施すること。特に管理職員は、ハラスメントの

防止に率先して取り組むべき立場にある一方、ハラスメントの行為者にもなりやす

いことを踏まえ、ハラスメントへの理解を深めるための研修等を定期的に実施する

とともに、部下職員を指導・育成する能力やマネジメントスキルの向上のための研

修等を実施すること。あわせて、若手職員等に対して、消防の職務・業務への理解

促進や上司からの指導を受け止める能力の養成を目的とした研修等を実施するな

ど、より効果的な取組となるように努めること。 

ハラスメントの行為者に対しては、必要に応じて相応の処分等を行うことに加

え、他者との適切な関わりとなるような態度変容を促すための再教育を行うことが

ハラスメントの再発防止や組織風土の改善につながることから、ハラスメントの行

為者が自身の言動を振り返り、ハラスメントへの理解を深めるための研修や面談等

を継続的かつ定期的に実施すること。 

さらに、職員間での適切かつ活発なコミュニケーションは、風通しの良い職場づ

くりにつながり、コミュニケーショントラブルによる離職やメンタルヘルス不調の



 

発生を防止するとともに、ハラスメントの防止やハラスメントを受けた際の適切な

対応にも役立つことから、職員のコミュニケーションスキルの向上のための研修等

を実施すること。 

 

４ その他の留意事項 

⑴ 消防庁作成資料の積極的な活用について 

消防庁のホームページにおいて、「ハラスメント等対応策に関する特設ページ」

（以下、「特設ページ」という）を開設している。 

（URL:https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001

.html） 

特設ページは、消防庁から発出した各種通知のほか、ハラスメント等の予防・解

決に向けた周知・徹底のためのパンフレット、リーフレット、テキスト等を掲載し

ていることから、改めて、ハラスメント対策担当者に限らず、全職員に対して周知

いただきたいこと。 

 

⑵ ハラスメント等が発生した際の情報提供について 

各消防本部においてハラスメント等が発生した際は、引き続き、都道府県を通じ

て速やかに消防庁に情報提供すること。 

 

⑶ 消防庁としての今後の取組について 

消防庁において、引き続き、対応策の実施状況についてフォローアップすること

としていること。 

また、今後、報告書を踏まえてハラスメント防止に関するテキストの改訂を行う

予定であるほか、消防本部におけるハラスメント事例や参考となるハラスメント対

策事例を取りまとめて情報提供を行う予定であること。 

 

【問合せ先】 

消防庁消防・救急課 

鶴見・岩熊・小川 

TEL：03-5253-7522 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.html
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.html
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	【セット】【通知】「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍の推進及びハラスメント対策の徹底について」
	【別添】「消防本部における女性活躍推進に関する検討会報告書」

